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付議した案件 

（1） 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

（2）  農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による所有権移転及

び利用権設定の集積計画承認について 

（3） 農地中間管理事業の推進に関する法律第 18条第 11項の規定による農用

地利用集積等促進計画の要請について 

（4） 農地法の適用を受けない土地の証明について 

 

 

会議の日程 

 

  日程第１ 

 

会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 

 

会期の決定について 

 

日程第３ 

 

議案第 67号 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

 

議案第 68号 農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規定による所有権移転 

及び利用権設定の集積計画承認について 

 

議案第 69号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 18条第 11項の規定に 

よる農用地利用集積等促進計画の要請について 

 

議案第 70号 農地法の適用を受けない土地の証明について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   ただ今から、令和 5 年第 13 回新富町農業委員会定例総会を開会いた

します。本日の出席者は農業委員 8 名、農地利用最適化推進委員 8 名

であります。定足数に達していますので総会は成立しております。 

 

議長   11 月定例総会以降における業務報告につきましては、お手元に配布

のとおりです。  

                                          

 

議長   日程第 1 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員に、12 番 仲原 亨委員、13 番 倉永英生委員を指

名いたします。 

                                        

    

議長   日程第 2 会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は本日 1 日間としたいと思いま

すが、異議ございませんか。 

 

（異議なし声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日 1 日間と決定

いたしました。 

                                      

 

議長   それではさっそく議事に入りたいと思います。 

          日程第 3 議案第 67 号 「農地法第 3 条の規定による許可申請承認

について」を議題と致します。 

 

議長   それでは、その 1 について現地調査の報告も含め事務局に説明を求

めます。 

 

事務局  それでは、その 1 についてご説明申し上げます。 

譲受人は■■■■さん、譲渡人は■■■■さん、申請地は■■■■■

■■■■■■■■、畑の 3,598 ㎡、所有権移転の経営規模拡大で対価額

■■■■■■円の 10a あたり■■■■円となっております。 

次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し 

た結果、耕作するのに問題ない土地でありました。説明は以上です。 

 



議長   私が担当委員となっていますが問題ありません。 

 

議長   次に、その 2 について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、その 2 についてご説明申し上げます。譲受人は■■■■

さん、譲渡人は■■■■さん、申請地は■■■■■■■■■他全 8 筆

で田 6 筆 10,038 ㎡、畑 2 筆 1,852 ㎡です。親子間の無償贈与になりま

す。 

次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し 

た結果、耕作するのに問題ない土地でありました。説明は以上です。 

 

議長   担当委員の補足説明はないですか。 

 

藤井   ありません。 

 

議長   ただ今、議案第 67 号について説明が終わりましたがご質問等はあり

ませんか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問等もないようですので採決いたします。 

議案第 67 号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 67 号については申請どおり承認されま 

した。 

 

                                     

 

議長   次に、議案第 68 号 「農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定

による所有権移転及び利用権移転の集積計画承認について」を議題と

致します。 

 

議長   それでは、その 1の所有権移転について関係委員の説明を求めます。 

 

6 番  藤井 貞敏 委員 

 

藤井   6 番藤井が申請 1 番の説明をいたします。譲受人は、■■■■■■、



■■■■さん、譲渡人は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、

■■■■さん。申請地は■■■■■■■■、田で売買価格が■■■■円、

引渡時期が令和 6 年 1 月 15 日になっております。経営規模拡大で 10a

あたり■■■円です。長友保委員との共同あっせんです。 

 

議長   続きまして、貸借権設定について事務局に一括して説明してもらい

ます。 

 

事務局  その 2 からその 13 につきましては、再設定になりますので説明を省

略いたします。 

 

議長   ただ今、議案第 68 号について説明が終わりましたが、ご質問等はあ

りませんか。 

 

議長   ご質問等はないでしょうか。 

 

議長   それでは、ご質問等もないようですので採決いたします。 

議案第 68 号について承認される方の挙手を求めます。 

 

   議長   挙手が全員ですので、議案第 68 号については承認されました。 

 

                              

 

議長   つぎに、議案第 69 号「農地中間管理事業の推進に関する法律第 18

条第 11項の規定による農用地利用集積等促進計画作成の要請について」

を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1からその 49まで一括して事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第 69 号についてご説明いたします。農地中間管理事

業の地域案件、および個別案件です。なお、借り手予定者につきまして

は、36 ページの様式第 7 号の農地利用集積等促進計画（案）をご確認く

ださい。以上説明といたします。 

 

議長   ただ今、議案第 69 号について説明が終わりましたが、ご質問等はあ

りませんか。 

 



議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、ご質問等もないようですので採決いたします。 

議案第 69 号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 69 号については承認されました。 

 

                                      

 

議長   つぎに、議案第70号「農地法の適用を受けない土地の証明について」

を議題といたします。 

 

議長   それでは、その 1 について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、その 1 についてご説明申し上げます。非農地現地調査資

料の 1 ページをご覧ください。 

申請人は■■■■さん、所有者は■■■■■■■■■で、申請地は■

■■■■■■■、■■地区集会所から東に 20ｍほど進んだ土地になり

ます。登記地目が田の 9.89 ㎡で現況は排水路になっております。申請

理由は議案書に記載のとおりです。説明は以上です。 

 

議長   それでは地元委員も兼ねて現地調査の報告をお願いします。 

 

     9 番  長友 保 委員 

 

長友保  9 番長友が現地調査の報告を行います。ただいま事務局より説明があ

ったとおりでございます。問題なしと見ましたのでよろしくお願いし

ます。 

 

議長   ただいま議案第 70 号について説明が終わりましたが、質問等はあり

ませんか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決します。 

     議案第 70 号について、承認される方の挙手を求めます。 

 



議長   挙手全員ですので、議案第 70 号については承認されました。したが

いまして、非農地通知書を関係各所に送付いたします。 

 

                                     

 

議長   以上で、令和 5 年 12 月 26 日開会の第 13 回新富町農業委員会定例

総会に付議されました案件は全て審議終了しました。これをもって閉

会いたします。ありがとうございました。 

 

 

令和 5 年  月  日 

 

                    会  長            

 

                    署名委員            

 

                    署名委員            


